
　

安曇野市後期高齢者医療特別会計

令和７年度

補正予算書（第３号）



　令和７年度安曇野市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、
次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ61,320千円を追加し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,813,820千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

令和７年度　安曇野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
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（単位 千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 後期高齢者医療保険
料

1,323,950 81,795 1,405,745

1 後期高齢者医療保険料 1,323,950 81,795 1,405,745

3 繰入金 379,080 △ 20,475 358,605

1 一般会計繰入金 379,080 △ 20,475 358,605

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 49,470 0 49,470

歳 入 合 計 1,752,500 61,320 1,813,820

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 後期高齢者医療広域
連合納付金

1,739,263 61,323 1,800,586

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,739,263 61,323 1,800,586

4 予備費 1,011 △ 3 1,008

1 予備費 1,011 △ 3 1,008

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 12,226 0 12,226

歳 出 合 計 1,752,500 61,320 1,813,820



　

予 算 に 関 す る 説 明 書

（後期高齢者医療特別会計）
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歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1　総　括
（歳　入） （単位 千円）
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款 補正前の額 補正額 計

1 後期高齢者医療保険料 1,323,950 81,795 1,405,745

3 繰入金 379,080 △ 20,475 358,605

補 正 に 係 ら な い 款 49,470 0 49,470

歳 入 合 計 1,752,500 61,320 1,813,820



（歳　出） （単位 千円）
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款 補正前の額 補正額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一 般 財 源

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798

4 予備費 1,011 △ 3 1,008 △ 3

補 正 に 係 ら な い 款 12,226 0 12,226

歳　出　合　計 1,752,500 61,320 1,813,820 △ 20,475 81,795



（歳　出） （単位 千円）
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款 補正前の額 補正額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一 般 財 源

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798

4 予備費 1,011 △ 3 1,008 △ 3

補 正 に 係 ら な い 款 12,226 0 12,226

歳　出　合　計 1,752,500 61,320 1,813,820 △ 20,475 81,795



２　歳　　入

（単位 千円）
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1 款　　後期高齢者医療保険料　　(81,795)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(81,795)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,323,950 81,795 1,405,745後期高齢者医療保険料  1 80,070現年度分 現年度分保険料

 2 1,725滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,323,950 81,795 1,405,745

3 款　　繰入金　　(△ 20,475)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 20,475)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 55,963 △ 4,277 51,686事務費繰入金  1 △ 4,277事務費繰入金 事務費繰入金

2 323,117 △ 16,198 306,919保険基盤安定繰入金  1 △ 16,198保険基盤安定繰入

金

保険基盤安定繰入金

計 379,080 △ 20,475 358,605



２　歳　　入

（単位 千円）

- 9 - - 10 -

1 款　　後期高齢者医療保険料　　(81,795)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(81,795)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,323,950 81,795 1,405,745後期高齢者医療保険料  1 80,070現年度分 現年度分保険料

 2 1,725滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,323,950 81,795 1,405,745

3 款　　繰入金　　(△ 20,475)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 20,475)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 55,963 △ 4,277 51,686事務費繰入金  1 △ 4,277事務費繰入金 事務費繰入金

2 323,117 △ 16,198 306,919保険基盤安定繰入金  1 △ 16,198保険基盤安定繰入

金

保険基盤安定繰入金

計 379,080 △ 20,475 358,605



３　歳　出
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（単位 千円）

1

1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 61,323負担金補助

及び交付金

国保年金課

61,323◎ 2600070△ 20,475 81,798 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 61,323

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 61,323

(その他)

事務費繰入金 △ 4,277

保険基盤安定繰入金 △ 16,198

計 1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798

4 款　　予備費　　(△ 3)

　　 1 項　　予備費　　(△ 3)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,011 △ 3 1,008 △ 3予備費

29 △ 3予備費

国保年金課

△ 3◎ 2600150△ 3 予備費

29 予備費 △ 3

・ 予備費 △ 3

計 1,011 △ 3 1,008 △ 3

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(61,323)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(61,323)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



３　歳　出

- 11 - - 12 -

（単位 千円）

1

1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 61,323負担金補助

及び交付金

国保年金課

61,323◎ 2600070△ 20,475 81,798 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 61,323

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 61,323

(その他)

事務費繰入金 △ 4,277

保険基盤安定繰入金 △ 16,198

計 1,739,263 61,323 1,800,586 △ 20,475 81,798

4 款　　予備費　　(△ 3)

　　 1 項　　予備費　　(△ 3)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,011 △ 3 1,008 △ 3予備費

29 △ 3予備費

国保年金課

△ 3◎ 2600150△ 3 予備費

29 予備費 △ 3

・ 予備費 △ 3

計 1,011 △ 3 1,008 △ 3

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(61,323)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(61,323)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明


